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佐久市指定事業系一般廃棄物収集袋の製造、配送及びごみ処理手数料収納に関する仕様書 

1 業務名 

令和８年度 佐久市指定事業系一般廃棄物収集袋製造等委託業務（８ヶ月間）単価契約 

 

2 業務箇所 

佐久市内 

 

3 履行期間 

令和 8年 8月 1日から令和 9年 3月 31日まで 

 

4 業務の目的及び概要 

 （1） 業務の目的 

  本業務は、佐久市（以下「市」という。）において市指定事業系一般廃棄物収集袋（以下「指定ごみ袋」という。）を市

内事業所（「以下「事業所」という。」に安定的に供給することを目的とする。 

（2） 業務の概要 

  本業務は、指定ごみ袋の製造、保管、市・各市内販売店（以下「販売店」という。）・事業所への納入及び一般廃棄物

処理手数料（以下「ごみ処理手数料」という。）の収納事務を行うものである。 

 

5 準拠する法令等 

  本業務は、本仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づき行うものとする。 

（1） 佐久市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

（2） 佐久市財務規則 

（3） その他関係法令等 

 

6 種類及び予定数量 

指定ごみ袋の種類及び販売店・事業所・市へ納入する予定数量は下表のとおりとする。ただし、実際に納入する数

量は予定数量と差異が生じることに留意すること。 

種類 枚数 
組数 

1組 10枚入り 
箱数※ 

可燃ごみ袋 
小 生ごみ専用 107,000 10,700 535 

大 紙ごみ専用 306,000 30,600 1,530 

埋立ごみ袋 大  5,000 500 25 

※いずれの指定ごみ袋も 20組単位を 1箱とする。 

 

7 指定ごみ袋の規格等 

（1） 指定ごみ袋の形状、材質等 

  ア 袋の形状  U型袋（ベロ付き） 

  イ 指定ごみ袋の材質  ＬＬＤＰＥ100％ 
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（2） 性能、強度、外観 

  ア 性能、強度 JIS規格に適合すること。 

   イ 外観 袋は均質で、泡、むら、フィッシュアイ、異物の混入、ピンホール等の仕様上有害な欠点がなく、かつ、形

状が均整で、切断部などの仕上げが良好であり、印刷むらが目立たないこと。 

（3） 種類、容量、厚さ、寸法、色、印刷色、図案 

 （4） 図案について 

    別紙 1～3と同等とし、図案を作成後、市に提出し承認を得ること。 

（5） 印刷について 

  ア 耐候性、耐熱性、耐移行性、耐溶剤性等の面で堅牢度に優れているものを使用すること。 

  イ 色彩等の決定については、市と協議の上、最終的には市の指示に従うこと。 

  ウ 顔料その他にカドミウム、鉛、水銀、ヒ素、クロム等の有害な重金属を含まないこと。 

    また、食品包装材料用印刷インキに関する自主規制（NL規制）に準拠したインキを使用すること。 

  エ 印刷色については、現行の指定ごみ袋と同等とする。 

  

8 外装袋の規格等 

（１） 形状、材質、性能、厚さ  

ア 形状 平形袋 

イ 材質 ポリエチレン製 

ウ 性能 JIS規格に適合すること。 

エ 厚さ 0.030ｍｍ 

（2） 寸法、色、印刷色、図案 

種類 寸法 色 印刷色 図案 

横 縦 

ｍｍ 

可燃ごみ袋 小 生ごみ専用 230 380 白色 オレンジ色 別紙 4 

大 紙ごみ専用 260 410 白色 緑色 別紙 5 

埋立ごみ袋 大  260 410 透明 印刷なし 印刷なし 

  QRコード及び JANコードの印刷色は黒色とする。 

※埋立ごみ袋は市・各支所でのみ取り扱うため、外装袋の印刷は不要とする。 

  

種類 容量 厚さ 寸法 色 印刷色 図案 

 横 縦 

ℓ ｍｍ 

可燃ごみ袋 小 生ごみ

専用 

40 0.045 

以上 

650 750 透明 オレンジ色 別紙 1 

大 紙ごみ

専用 

60 0.045 

以上 

700 

 

900 透明 緑色 別紙 2 

埋立ごみ袋 大  60 0.045 

以上 

700 900 透明 黄色 別紙 3 
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（3） 図案について 

    別紙 4及び 5と同等とし、図案を作成後、市に提出し承認を得ること。 

 （4） 印刷について（埋立ごみ袋を除く） 

  ア それぞれ市所有の JANコードを印刷すること。（「別紙 6」のとおり） 

  イ 家庭用品品質表示法に基づく表示を設けること。 

  ウ その他印刷に関する注意事項については、「7指定ごみ袋の規格等（5）印刷について」のアからエに準ずる。 

 （5） 封入方法等 

  ア 指定ごみ袋の種類ごとに 10枚 1組とし、封入すること。 

  イ １枚ずつ取り出しが容易な封入方法とすること。 

  ウ 封入は上下部分ヒートシールとする。 

  エ 上部中央に取り出しミシン目加工を施すこと。 

  オ ロット番号を表示すること。 

 

9 外箱（ダンボール）の梱包 

 （１） 外箱の梱包 

  ア 指定ごみ袋は 20組単位で外箱に梱包すること。6段程度積み重ねても潰れない強度のものを使用するこ

と。 

  イ 外箱の側面に次の内容をわかりやすく表示し、図案を作成後、市に提出し承認を得ること。 

  （ア） 指定ごみ袋の種類 

  （イ） 枚数 

  （ウ） ロット番号 

  （エ） 製造国 

ウ 寸法 

    次に示す寸法を目安とし、内容物との間に隙間ができないよう調整すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 製造に関する事項 

 （1） 受注者は契約後、作成でき次第、各種類の指定ごみ袋、外装袋及び外箱の図案及びサンプルを市に提出し、

承認を得ること。 

 （2） 製造は出荷状況を把握し、欠品が発生しないよう製造すること。 

 （3） 製造にあたっては、国内産、国外産の別のほか、メーカー等について、市へ報告すること。 

 

  

種類 寸法(mm) 

印刷色 

幅 奥行 高さ 

可燃ごみ袋 小 生ごみ専用 250 380 160 

大 紙ごみ専用 280 400 160 

埋立ごみ袋 大  280 400 160 
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11 保管方法・在庫管理に関する事項 

 （1） 保管方法 

  ア 保管用倉庫は受注者の責任において確保すること。 

  イ 指定ごみ袋の変質防止のため、高温多湿、直射日光を避け適正に保管すること。 

 （2） 在庫管理 

  ア 在庫は受注者において出荷状況を把握し、必要数管理するものとする。 

  イ 必要な在庫を確保し、流通が滞らないようにすること。 

 

12 ごみ処理手数料に関する事項 

 （1） 佐久市廃棄物処理及び清掃に関する条例第 14条に規定するごみ処理手数料（指定ごみ袋 1枚あたり 140

円）の収納を行うものとする。収納の手続きは佐久市財務規則の規定によるものとする。 

 （2） 販売店・事業所から注文を受けた場合、ごみ処理手数料を収納したうえで本仕様書「13配送・受注に関する

事項」により配送すること。注文は 1箱単位とする。 

 （３） ごみ処理手数料に係る消費税は税込みとする。 

 （４） 販売店・事業所からの支払いは受注者保有の銀行口座への振込、もしくは受注者が発行する納付書によるも

のとする。なお、銀行振込の際の振込手数料は販売店・事業所の負担とする。 

 （５） 収納したごみ処理手数料は、本仕様書「14その他（４）」に記載の「業務完了報告書」に基づき市が発行する納

入通知書により納入すること。納入は納入通知書作成の日から１か月以内とする。 

 （6） 市及び各支所に指定ごみ袋を納入する場合、ごみ処理手数料は発生しないものとする。 

 

13 配送・受注に関する事項 

 （１） 販売店・事業所からのごみ処理手数料の納入に応じ、指定された場所への配送を行うこと。 

 （2） 市及び各支所から注文があった場合は、指定された場所への配送を行うこと。 

 （3） 受注方法は FAXによること。ただし、販売店・事業所に FAXが無い場合は電話にて受注すること。 

 （4） 受注の際に、販売店・事業所の支払い方法について確認すること。 

 （5） 販売店・事業所からの支払いを確認した次の日から起算して 3営業日以内に配送すること。なお、年末年始

休業等で 3営業日以内に配送できない場合は配送再開日を明確にし、通知すること。 

 （6） 令和 9年 3月 31日までにごみ処理手数料の支払いが確認できたものは全て納品すること。 

 （7） 埋立ごみ袋は市・各支所のみで取り扱うため、販売店・事業所への配送は行わないこととする。 

 

14 その他 

 （１） 受注者は、契約締結後速やかに業務工程表を市に提出すること。 

 （2） 受注者は、納入開始の 1ヶ月前までに販売店へ発注方法等について文書等で通知すること。事業所に対して

は、市より案内を行う。 

（３） 配送する販売店は市内 20店舗程度を想定する。また、配送する事業所は佐久市内に拠点を置く事業所とす

る。受注者は、市内各所からの不定期な発注に対し、常に迅速かつ安定的な配送体制を確保しておくこと。 

 （4） 受注者は、毎月の業務履行後、翌月 10日までに「業務完了報告書」及び配送先ごとに各種類の指定ごみ袋

の納入実績を記載した一覧表を作成し、市に提出すること。 

 （5） 不良品が発見された場合は受注者が返品・交換等の対応をするものとする。 

 （6） 指定ごみ袋、外装袋及び外箱の印刷版下の所有権は市に帰属するものとする。 

（7） この仕様書に明記されていない事項については、市と受注者との間で協議のうえ、決定する。 
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15 単価入札金額の算出 

  入札金額は各種類の指定ごみ袋それぞれ 1組あたりの単価に 1組あたりの販売店・事業所・市への配送運賃、ご

み処理手数料収納に係る経費等を含む金額とする。 

  決定にあたっては、各種類の指定ごみ袋それぞれ 1組あたりの単価が全て予定価格の範囲内であり、かつ各単価

を「6種類及び予定数量」の各種類の指定ごみ袋の組数に乗じた金額の合計金額が低いものを落札者とする。 



JWS23194
タイプライタ
【別紙1】



JWS23194
タイプライタ
【別紙2】



JWS23194
タイプライタ
【別紙3】



 

 

 

 

 

 

【別紙 4】 

650×750（mm） 



 

 

 

 

 

 

 

【別紙 5】 



 

外装袋 JANコード一覧  

種類 JANコード 

可燃ごみ用 

 

小 生ごみ専用 

 

大 紙ごみ専用 

 

 

 

【別紙 6】 


